
第５回
千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会

取組状況

資料－４





１．逃げ遅れゼロに向けた迅速且つ的確な
避難行動のための取組
（1）平時からのリスク情報の周知に関す
る事項

⑥ 避難勧告の発令に着目したタイムラインの見直し
⑦ 住民、福祉施設入所者等の避難行動要支援者、道路・交通管理者、
民間企業等と連携したタイムラインの見直し

⑧ タイムラインの時系列に基づく実践的な訓練の実施

【実施項目】



雨量・水位 気象警報等 鳥取河川国道事務所 鳥取市 住民等

実施者
事務所長、総括グループ、河川情報班、河川対策班
水防班、ダム管理班、その他（各班に関わるもの）

市長、統括部、都市整備部（水防本部）、文教部、福祉保健部
環境下水道部、消防部、総合支所、その他（各部に関わるもの）

レ
ベ
ル
1

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区間沿川の市町村の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）　（案）【記録検証用】

レ
ベ

【注意配備：連絡要員の配置】
注意報等が発表された場合

水防警報（待機・準備）
【警戒配備：災害対策本部設置の場合に備える】
警報等が発表された場合

洪水予報(氾濫注意情報) 水防警報（出動）

□水防団指示（待機・準備）

【第1配備：災害対策本部設置】
災害が発生若しくは発生する恐れがある場

合

□避難所開設の準備
（文教部と合同）

◇大雨警報・洪水警報発表

◇台風に関する気象庁台風説明会

□避難準備・高齢者等
避難開始の発令判断
（避難が必要な状況が夜間・早朝の場
合）

□施設（ダム・水門・排水機場等）の状況確認

□水防団への指示（出動）

□リエゾンの派遣
※事務所長判断によるもの

□巡視・被災情報報告
（リエゾンより随時）

□休校の判断
（大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発令された時点）

□要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

◇台風予報

□災害対策用資機材・復旧資機材等の状況確認

□関係機関等の連絡先確認

□出水時点検（巡視）
(はん濫注意水位に達する恐れがある時～減水し水防団待機水位に至るま
で)

□テレビ、ラジオ、インターネット
等による気象警報等の確認

□テレビ、インターネット、携帯メー
ル等による大雨や河川の状況の確認

【注意体制発令】

【警戒体制発令】

□水門、樋門、排水機場等操作員への連絡
（警戒体制）

□水防団等への注意喚起

□ハザードマップ等による避難所・
避難ルートの確認

□災害・避難カードの確認

□防災グッズの準備

□自宅保全

◇台風に関する鳥取県気象情報（随時）

◇大雨注意報・洪水注意報発表

□水門、樋門、排水機場等の操作

□水防活動等の情報提供
（河原総合支所）

□水位動向等の情報提
供（河原出張所）

◇暴風・波浪警報発表

□
県
へ
の
一
般
被
害
等

内水被害の発生
狐川左岸・大路川沿川等

□事務所体制の確認

□河川敷での工事の安全確認

□河川内工作物（公園施設
等）の撤去

□災害対策本部会議の開催通知

□災害対策本部の設置連絡

□避難の準備（要配慮者）

□予測水位等の提供

【出水期前】

□維持業者、河川巡視員への情報提供

□維持業者に出動指示

□水位予測
(はん濫注意水位を超えてから３時間毎）

□定期的に河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

千代川
行徳水位観測所

□殿ダム放流確認

-72h

-48h

-24h

-11.5h

-4.0h

水防団待機水位到達

氾濫注意水位到達

-72h

-48h

-24h

水位2.6m

水位4.7m

1時間雨量30～40mm

1時間雨量45～60mm

□体制の確認等

城北、富桑、大正、美保、

明徳、美穂地区等
□避難準備・高齢者

等避難開始

要配慮者避難開始

□防災行政無線、携帯メール等
による避難準備・高齢者等避難
開始の受信

□避難の準備
（要配慮者以外）

避難準備

□許可工作物を含む河川施設の操作に関す
る注意喚起

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの見直し ⑥

□休校の判断
（大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発令された時点）



１．逃げ遅れゼロに向けた迅速且つ的確な
避難行動のための取組
（２）発災時の迅速かつ確実な避難に関
する事項

⑪ 千代川本川において、堤防の浸透対策、パイピング対策を実施
⑫ 千代川本川上流域について、重点的に流下能力対策を推進
⑬ 千代川本川及び袋川において、堤防天端の保護を目的とした舗装を実施
⑭ 避難行動、水防活動に資する情報基盤の整備
⑮ 災害時に活動拠点となる施設の電源設備の耐水性の確保
⑯ 避難経路や水防活動の進入路となる道路、堤防管理用通路の浸水時の動
線の確保

【実施項目】



■千代川本川上流域について、重点的に流下能力対策を推進 ⑫

完成

実施中



各地点の治水安全度

【河床掘削・八日市堰改築】
○ 佐貫地区・八日市地区では、固定堰による洪水時の水
位のせき上げや堆積した土砂による河川断面不足が生じ
ています。

○平成26年度より、洪水に対する安全度を向上させるため
佐貫地区の河川内に堆積した土砂の撤去を実施しており、
平成29年度の八日市堰の改修工事（上流移設）により
移設が完了しています。

○平成26年度は堰上流付近に堆積している土砂等を撤去し、洪水に対する安全度を向上させました。

○ 平成26年度の土砂撤去だけでは洪水に対する安全度を確保できないため、平成27年度以降も河床掘削を推

進し、目標とする「戦後最大洪水である昭和54年10月洪水と同規模の洪水（当該箇所では概ね20年に1回程

度の洪水）」に対する安全度を確保します。

■千代川本川上流域について、重点的に流下能力対策を推進 ⑫
八日市地区（千代川18k800～20k900）

（旧）八日市堰

千代川
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不足している安全度 Ｈ27現況河道の安全度 整備目標流量

八日市地区佐貫地区

八日市堰徳吉堰

移設完了

堤外水路

H30.3



■千代川本川及び袋川において、堤防天端の保護を目的とした舗装を実施 ⑬

【千代川天端舗装】
○H27年9月の関東・東北豪雨を契機として、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河
川とその沿川市町村において、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行っています。
○千代川では洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する「危機管
理型ハード対策」を導入し、越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策（堤防の天端舗装）を完了しました。

舗装前の堤防天端状況 舗装後の堤防天端状況

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装実施
砕石（不陸有り）

完成

完成

完成

完成



■避難行動、水防活動に資する情報基盤の整備 ⑭

【プッシュ型の洪水予報等の情報発信】
○平成２８年９月から、国が管理する２河川（関東：鬼怒川、四国：肱川）の沿川市町村において緊急速報
メールを活用した洪水情報（※1）のプッシュ型配信（※2）に取り組んでいます。
○平成２９年５月から、千代川水系（鳥取市）においても、配信を開始しました。

鳥取市報（6月号）にて広報



２．生命と財産を守る水防活動と日常生活を
取り戻すための排水活動の強化の取り組み
（１）日常生活を取り戻すための排水活動の
強化のに関する事項

大規模水害を想定した排水計画の作成
排水ポンプ車出動要請の体制整備
排水ポンプ車による排水訓練の実施
排水施設の操作説明会の実施

【実施項目】



■大規模水害を想定した排水計画の作成  

アウトプットイメージ



３．地域住民の防災意識向上と防災関係者の災
害対応能力向上を目的とした防災件数の拡充の
取り組み生命と財産を守る水防活動と日常生活を
取り戻すための排水活動の強化の取り組み

小中学生等を対象とした水害（防災）教育の拡充
防災学習の指導内容に合わせた教材
学校教育関係者向け研修や講座等学習の場への参加
地域住民等を対象とした防災教育の実施

【実施項目】



■小中学校等と連携した水害（防災）教育の拡充  



■小中学校等と連携した水害（防災）教育の拡充  


